
○岡山市民間保育士等処遇改善事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は，私立保育所等が，保育士等の処遇の改善を図るとともに，当該施設

等へ定着させるため，上乗せして給与を支給した場合，予算の範囲内において補助金を

交付するものとし，その交付に関しては，この要綱に定めるもののほか，岡山市補助金

等交付規則（昭和４８年市規則第１６号。以下「規則」という。）に定めるところによ

る。 

（定義） 

第２条 この要綱において使用する用語の意義は，規則で使用する用語の例による。 

２ この要綱において，「私立保育所等」とは，市内に所在する児童福祉法（昭和２２年

法律第１６４号。以下「法」という。）第３５条第４項の認可を受けた法第３９条第１

項に定める保育所（就学前の子どもに関する教育，保育等の総合的な提供の推進に関す

る法律(平成１８年法律第７７号。以下「認定こども園法」という。)第３条第１項の認

定を受けたものを除く。），法第３４条の１５第２項の規定により認可を受けた法第６

条の３第１０項に規定する小規模保育事業を行う事業所及び同条第１２項に規定する事

業所内保育事業を行う事業所並びに認定こども園法第２条第６項に規定する認定こども

園をいう。 

３ この要綱において，「保育士等」とは，私立保育所等に勤務する職員（非常勤職員を

含み，経営に携わる法人の役員又は個人である職員を除く。）をいう。 

（補助事業） 

第３条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は，保育士等へ上

乗せして給与を支給する事業とし，次の各号に掲げる要件のいずれをも満たすものとす

る。 

(1) 保育士等へ通常支払われるべき給与（基本給，手当，賞与，一時金等をいう。以下

同じ。）及び特定教育・保育，特別利用保育，特別利用教育，特定地域型保育，特別

利用地域型保育，特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する

基準等（平成２７年３月３１日内閣府告示第４９号。以下「告示」という。）第１条



第１２号に定める公定価格上の保育士等の処遇改善を目的とした加算によって支払わ

れる給与とは別に，上乗せして給与が支給されていること。 

(2) 補助事業によって上乗せ支給された給与以外の給与水準を低下させていないこと。 

（補助事業者） 

第４条 補助事業者は，次の各号に掲げる要件のいずれをも満たすものでなければならな

い。 

(1) 私立保育所等の設置者であること。 

(2) 当該私立保育所等が，当該年度において，告示第１条第２１号に定める処遇改善等

加算のうち「区分一及び区分二」の適用を受けていること。 

２ 前項の規定にかかわらず，次の各号のいずれかに該当するものは，補助事業者としな

い。 

(1) 市税を滞納しているもの 

(2) 規則第２０条第１項各号に定める事由により補助金の交付決定の取消しを受け，当

該取消しの日の属する年度の翌年度から起算して１年を経過していないもの 

（補助金の交付の制限） 

第５条 当該年度における補助金の交付回数は，私立保育所等ごとに，１回までとする。 

（補助対象経費） 

第６条 補助事業の実施に際し支出される経費のうち，補助金の算定に当たって対象とな

る経費（以下「補助対象経費」という。）は，当該年度における保育士等に支給される

給与（前年度分の給与を当該年度に支給するものを除く。）のうち当該保育士等に通常

支給されるべき給与及び保育士等の処遇改善を目的とした公定価格上の加算により支払

われる給与とは別に加算された部分とし，他の補助事業の補助対象経費になっているも

のについては，この補助事業の補助対象経費としない。 

（補助金額） 

第７条 補助金の額は，別表左欄に掲げる職員１人当たりの平均勤続年数の区分に応じ，

それぞれ別表右欄に定める単価（年度の途中に私立保育所等を設置した場合は，当該単

価を１２で除して得た額に私立保育所等を設置した日の属する月以後の月数を乗じて得

た額）に当該職員１人当たりの平均勤続年数の算定対象となった職員の人数（以下「算



定対象職員数」という。）を乗じて得た額と前条の補助対象経費を比較し，いずれか少

ない方の額とする。ただし，補助事業の対象となる保育士等の人数が算定対象職員数の

８割（１人未満の端数が生じるときは，これを切り捨てるものとする。）を下回ったと

きは，補助事業の対象となる保育士等の人数を算定対象職員数とし，補助金の額を再計

算するものとする。 

２ 保育士等１人当たりの補助金額の上限は，９５，０００円とし，保育士等１人当たり

（常勤職員（別表備考に定める常勤職員をいう。）のうち当該年度の４月１日から３月

３１日まで勤務した職員に限る。）の補助金額の下限は，５２，８００円とする。 

３ 第１項によって得られた額に１，０００円未満の端数が生じるときは，これを切り捨てる

ものとする。 

（補助金の交付申請） 

第８条 補助金の交付申請は，私立保育所等ごとに行うものとする。 

２ 規則第５条第１項に規定する市長が定める期日は，毎年９月末日までとする。ただし，年

度の途中に私立保育所等を設置した場合は，この限りではない。 

３ 規則第５条第１項第５号に規定するその他市長が必要と認める書類は，次のとおりと

する。 

(1) 補助事業の対象となる保育士等の氏名，当該保育士等へ上乗せして支給する額及び

支給方法が明らかになる書類 

(2) 市税を滞納していないことを証明する書類 

（着手届及び完了届の免除） 

第９条 規則第１５条に規定する補助事業等着手・完了届の提出は要しない。 

（実績報告） 

第１０条 規則第１６条第１項第２号に規定するその他市長が必要と認める書類は，補助

事業を行ったことを証明する書類とする。 

（補助金の交付時期） 

第１１条 規則第１９条第１項ただし書の規定により，交付決定の後，補助事業の完了前

に補助金額の全部又は一部を交付することができる。 

（委任） 



第１２条 この要綱に定めるもののほか，この要綱の実施に関し必要な事項は，市長が別

に定める。 

   附 則 

この要綱は，平成２９年７月２１日から施行し，平成２９年４月１日から適用する。 

 

附 則 

この要綱は，令和２年５月２２日から施行し，令和２年４月１日から適用する。 

 

附 則 

この要綱は，令和３年８月３０日から施行し，令和３年４月１日から適用する。 

 

附 則 

令和５年４月１日から施行する。 

 

附 則 

令和６年４月１日から施行する。 

 

附 則 

 この要綱は，令和７年６月９日から施行し，令和７年４月１日から適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表（第７条関係） 

職員１人当たりの平均勤続年数 単価 

１年未満 ６６，０００円 

１年以上２年未満 ６６，７００円 

２年以上３年未満 ６７，４００円 

３年以上４年未満 ６８，０００円 

４年以上５年未満 ６８，７００円 

５年以上６年未満 ６９，３００円 

６年以上７年未満 ７０，０００円 

７年以上８年未満 ７０，７００円 

８年以上９年未満 ７１，３００円 

９年以上１０年未満 ７２，０００円 

１０年以上１１年未満 ７２，６００円 

１１年以上１２年未満 ７３，３００円 

１２年以上１３年未満 ７４，０００円 

１３年以上１４年未満 ７４，６００円 

１４年以上１５年未満 ７５，３００円 

１５年以上１６年未満 ７５，９００円 

１６年以上１７年未満 ７６，６００円 

１７年以上１８年未満 ７７，３００円 

１８年以上１９年未満 ７７，９００円 

１９年以上２０年未満 ７８，６００円 

２０年以上 ７９，２００円 

（備考）職員１人当たりの平均勤続年数とは，その職種にかかわらず，その私立保育所等

に勤務する全ての常勤職員（その私立保育所等の就業規則において定められている常勤

の従事者が勤務すべき時間数（教育・保育に従事する者にあっては，１か月に勤務すべ

き時間数が１２０時間以上であるものに限る。）に達している者又は当該者以外の者で

あって１日６時間以上かつ月２０日以上勤務するもの）について，「施設型給付費等に



係る処遇改善等加算について」（令和７年４月１１日付こ成保２９６・７文科初第２５

０号,こども家庭庁成育局長,文部科学省初等中等教育局長通知。）に定める算定対象施

設・事業所における勤続年数を合算して得た総経験年数を，当該職員の数により除して

得た年数（６月以上の端数は１年とし，６月未満の端数は切り捨てること。）をいう。 


